
【「auモバイル優遇割に関する特約】新旧対比表】 

新（赤文字部分が変更箇所） 旧（赤文字部分が変更箇所） 

本「au モバイル優遇割に関する特約」（以下「本特約」とい

う）は、お客さまが KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株

式会社（以下総称して「KDDI等」という）が定める au (5G) 

通信サービス契約約款 料金表 第１表 au（5G）通信サービス

に関する料金 第１ 基本使用料および au (LTE) 通信サービス

契約約款 料金表 第１表 au（LTE）通信サービスに関する料

金 第１ 基本使用料等に規定する「家族割プラス」が適用され

る場合に、お客さまが au じぶん銀行株式会社（以下「当行」

という）との間で締結した住宅ローン規約に係る契約（以下

「本住宅ローン契約」という。）に基づく借入に対して適用さ

れる金利の引下げについて規定するものです。本特約が定める

条項を除くものは、住宅ローン規約の各条項および au じぶん

銀行取引規約の定めに従うものとします。 

本「au モバイル優遇割に関する特約」（以下「本特約」という）

は、お客さまが KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社

（以下総称して「KDDI 等」という）が定める au (5G) 通信サービ

ス契約約款 料金表通則 第１表 au（5G）通信サービスに関する

料金 第１ 基本使用料および au (LTE) 通信サービス契約約款 料

金表通則 第１表 au（LTE）通信サービスに関する料金 第１ 基

本使用料等に規定する「家族割プラス」が適用される場合に、お

客さまが au じぶん銀行株式会社（以下「当行」という）との間で

締結した住宅ローン規約に係る契約（以下「本住宅ローン契約」

という。）に基づく借入に対して適用される金利の引下げについて

規定するものです。本特約が定める条項を除くものは、住宅ロー

ン規約の各条項および au じぶん銀行取引規約の定めに従うものと

します。 

第 1 条 au モバイル優遇割について 

（省略） 

第 1 条 au モバイル優遇割について 

（省略） 

第 2 条 au モバイル優遇割の適用 

（省略） 

2. お客さまが、KDDI 等の定める「家族割プラス」が適用され

る場合に、前項の金利引下げが適用されます。 

第 2 条 au モバイル優遇割の適用 

（省略） 

2. お客さまが、住宅ローンの契約手続申込までに、KDDI 等の定

める「家族割プラス」が適用される場合に、前項の金利引下げが

適用されます。 

第 3 条 住宅ローンの契約締結済みのお客さまに対する本特約

の準用 

（省略） 

第 3 条 住宅ローンの契約締結済みのお客さまに対する本特約の

準用 

（省略） 

（削除） 第 4 条 住宅ローンの契約締結済みのお客さまに対する本特約の

準用 

住宅ローンの契約を締結済みであって、当行所定の基準を満たす

お客さまが KDDI 等の定める「家族割プラス」が適用された場合

には、本特約の各条を準用するものとします。 

第 4 条 au 住宅ローンセット割の適用停止に係る同意 

お客さまは、本特約に基づき au モバイル優遇割が適用される

場合、KDDI 等が提供する「au住宅ローンセット割」に係るお

客さまの申込みの効力またはお客さまにすでに適用されている

同「au 住宅ローンセット割」に基づくキャッシュバックが停

止されること、および、末尾「au モバイル優遇割の適用にあ

たっての au 住宅ローンセット割の解約に係る同意条項」の内

容のとおりに取り扱われることについて、KDDI 等の代理人で

ある当行に対して同意します。 

第 5 条 au 住宅ローンセット割の適用停止に係る同意 

お客さまは、本特約に基づき au モバイル優遇割が適用される場

合、KDDI 等が提供する「au 住宅ローンセット割」に係るお客さま

の申込みの効力またはお客さまにすでに適用されている同「au 住

宅ローンセット割」に基づくキャッシュバックが停止されるこ

と、および、末尾「au モバイル優遇割の適用にあたっての au 住

宅ローンセット割の解約に係る同意条項」の内容のとおりに取り

扱われることについて、KDDI 等の代理人である当行に対して同意

します。 

KDDI 株式会社と沖縄セルラー電話株式会社からの重要なお知

らせ 

（省略） 

KDDI 株式会社と沖縄セルラー電話株式会社からの重要なお知らせ 

（省略） 

【2022 年 8 月 22 日現在】 【2020 年 12 月 1 日現在】 

 


